
 

 

  

岡山市では２０２５年４月から「「岡山市町内会等との協働による地域社会の活性化推進に関する条例」

が施行されました。 

条例制定は、「地域住民の支えあいの必要性が高まっており、町内会の果たす役割はますます重要とな

っています」という認識のもと、「少子高齢化や価値観の多様化に伴う加入率低下、役員の高齢化、担い

手不足などさまざまな課題を抱えており、今後の町内会の維持、存続が困難な状況に陥る恐れがある」と

いう現状をとらえています。 

 国民、市民が主人公の政治を求めていろんな活動を展開されている方々のなかからも、その真摯な姿勢

が住民からの信頼を呼び、町内会活動を積極的にあたる任に就く方も増えてきています。 

 今回は、それぞれの活動の現状を交流し、住民に真に応える町内会活動について、また「主権者は市民

だ」という立場と関連させて課題を出し合い、住んでいてよかった地域づくりへ論議できればと思いま

す。みなさんの積極的なご参加をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

町内会活動 交流懇談会 

住んでいてよかった地域づくりと町内会活動 

 

住民一人ひとりが輝く 地域づくりへ 

3 月14 日(土) 
午後 1時 30分～4時 

岡山県民主会館 
2階・会議室 

(北区下伊福西町 1-53 ／TEL：086-253-2611) 

※無料駐車場（約 20台）あります 

 

懇談会 問題提起 

 「町内会活動を考える」 

  岡山県自治体問題研究所 

       花田 雅行 事務局長 

  ３０分程度お話していただきます。 

  そのあと意見交流です。 

 

主催 岡山県地域人権ネットワーク 

     企画担当 中島純男 

      ℡ 090-4805-3002 

  

Google Map 

地域人権憲章（全国人権連の提唱） 

① 自分の意思により自由に考え発信し行動できる

地域社会 

② 貧困や格差による困難を解消し、幸福に暮らせ

る地域社会 

③ 参加・協同による住民自治が確立された地域社

会 


